
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力操作を検出する操作部と、
　前記入力操作によって指定された発信先への発信を開始する通信部と、
　発信先ごとに１以上の発信先特定情報を記憶し、発信先特定情報ごとの発信回数を記憶
する記憶部と、
　前記発信による通信の可否を判定する判定部と、
　前記通信が不可と判定されたときに、その発信先について記憶されている１以上の発信
先特定情報を前記記憶部から検索する検索部と、
　発信回数によりソーティングされ、前記検索された発信先特定情報の一覧を表示する表
示部と、
　表示された発信先特定情報の一覧から所望の発信先特定情報の選択を受ける選択部と、
　前記選択された発信先特定情報により再発信する再発信部と
を備え、

再発信機能付き通信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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、

　再発信の要求を受け付けるキーをさらに備え、
　前記通信部の発信による通信状態において前記キーが押下されたときに、前記判定部は
、通信不可と判定し、通信状態を解除する



【発明の属する技術分野】
本発明は、電話や電子メールの発信機能に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
電話機や通信機能を有するコンピュータ（以下、電話機等という）を使用して人と連絡を
とるためには、音声電話（以下単に電話という）を掛ける、電子メールを発信する、等の
手段がある。一般に、電話を掛ける、あるいは電子メールを発信する場合、電話機等に予
め電話帳として登録したデータベースを利用することが多い。このような電話帳を有する
電話機等では、相手の名前などをキーにして電話番号や電子メールアドレスを検索するこ
とができる。そして、検索された電話番号や電子メールアドレスを用いて、電話番号や電
子メールアドレスを改めてキー入力することなく、相手の電話を呼び出し、または、電子
メールを発信することができる。
【０００３】
このような電話帳には、特定の相手に対して、複数の電話番号や電子メールアドレスを登
録しておくことができるものがある。また、相手から受信した電話の電話番号あるいは電
子メールアドレスを電話機等に記憶しておき、その発信元の電話番号あるいは電子メール
アドレスに対して発信を行う機能も提供されている。そのような機能を利用すれば、一々
電話帳を使用しなくても、折り返しの電話を発信し、または、電子メールを返信すること
もできる。
【０００４】
しかしながら、上記のような発信を行った結果、相手との通信が困難な場合がある。例え
ば、相手がその電話を使用中である、回線が輻輳している、相手がその電話の近くにいな
い、等のさまざまな理由により、連絡をとりたい相手との通話に至らない場合がある。ま
た、電波の状態が悪く音声が明瞭に聞き取れない等適正な環境での通話ができない場合が
ある。
【０００５】
このような場合には、発信に用いた電話番号や電子メールアドレスを電話機等に記憶させ
ておき、これを使って簡便に再発信を行い、同じ番号による相手との接続を繰り返し試み
ることもある。あるいは、電話帳に登録している番号 (別の連絡手段 )を探し出し、その番
号を使って発信を行うこともある。
【０００６】
例えば、相手が会社の中や自宅にいて、携帯電話では電波の状態が悪くて会話が成立しな
い等の場合でも、その会社や自宅に固定電話があることもある。そのような場合、現在使
用中の電話番号以外の電話番号にて掛け直したいが、その番号を覚えていないことも多い
。このように、通話相手が複数の電話番号を有する場合、前述の電話帳から相手の会社名
や名前を入力して、その番号を探し出して発信を行うこととなる。
以下に操作例を示す。
【０００７】
1.発信操作を行う。・・・不通
-> 2.切断操作を行う。
【０００８】
-> 3.リダイヤル操作にて再度発信する。・・・不通
-> 4.切断操作を行う。
【０００９】
-> 5.上記電話番号が不通であるので、その相手の別の電話番号で電話を掛けるため電話
帳を起動する。
【００１０】
-> 6.電話帳の検索メニューから、 "名前で検索 "を選択する。
【００１１】
-> 7.相手の名前を入力する。
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【００１２】
-> 8.表示された相手の複数件の電話番号から次に発信したい番号を選択する。
【００１３】
-> 9.その番号に発信する。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来、電話の発信において、目的の相手と通話できなかった場合に、リダイ
ヤル操作にて同じ番号に再度掛け直し、その電話番号で繋がらない場合には、電話帳から
相手の別の電話番号を検索して掛け直すという操作を行うことが多かった。そのような場
合の電話番号の検索と掛け直しの操作が複雑で、手間を要した。例えば、前述の操作例に
おいて、 2.項および  4.項の切断操作、 5.～ 7項の電話帳検索までの操作が必要であり、そ
の時間と手間がユーザの負担となっていた。
【００１５】
尚、リダイヤル時に、相手の他の番号を検索し、自動的に発信するという技術が既に提案
されている。しかし、このような技術では、自動的に他の番号を選択して発信されるため
に、発信者が意図しない電話番号に電話が発信されてしまう課題があった。
【００１６】
また、相手が複数の電子メールアドレスを有する場合にも同様の課題があった。すなわち
、相手とスムーズな電子メールのやり取りができないような場合、その相手の複数の電子
メールアドレスの１つを簡易に選択する手段がなかった。
【００１７】
本発明はこのような従来の技術の問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明
の目的は、複数の発信先特定情報（例えば、電話番号や電子メールアドレス）を有する発
信先について、１つの発信先特定情報による発信先との通信が困難な場合において、簡易
に発信者の意図する他の発信先特定情報による通信を可能にする技術を提供することにあ
る。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明は前記課題を解決するために、以下の手段を採用した。すなわち、本発明は、発信
先へ再発信する機能を有する通信機であり、
入力操作を検出する操作部と、
上記入力操作によって指定された発信先への発信を開始する通信部と、
発信先ごとに１以上の発信先特定情報を記憶する記憶部と、
上記発信による通信の可否を判定する判定部と、
上記通信が不可と判定されたときに、その発信先について記憶されている１以上の発信先
特定情報を上記記憶部から検索する検索部と、
上記検索された発信先特定情報の一覧を表示する表示部と、
表示された発信先特定情報の一覧から所望の発信先特定情報の選択を受ける選択部と、
上記選択された発信先特定情報により再発信する再発信部とを備えたものである。
【００１９】
ここで、通信機は、例えば、電話機、通信機能を有するコンピュータ、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）等である。また、発信先特定情報とは、例えば、電話番号、電子メールアドレス等
である。
【００２０】
本発明によれば、発信先との通信が不可と判定された場合に、その発信先の相手が有する
発信先特定情報の一覧が表示され、他の発信先特定情報で簡易に再発信することができる
。
【００２１】
好ましくは、上記通信機は、上記発信を開始した後の呼び出し時間を計測するタイマをさ
らに備え、
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上記判定部は、所定の呼び出し時間内に応答がなかったときに通話不可と判定してもよい
。
【００２２】
本発明によれば、所定の呼び出し時間内に発信先からの応答がなかったときに、通信不可
と判定される。これは、例えば、電話の呼び出しに対して相手が応答しなかったような場
合である。その結果、その発信先の発信先特定情報の一覧が表示され、他の発信先特定情
報で簡易に再発信することができる。
【００２３】
　好ましくは、上記判定部は、上記呼び出しに対する応答が他の発信による通信の話中信
号であったときに通信不可と判定してもよい。ここで、他の発信による通信には、例えば
、他の電話機等から当該発信先への呼び出 通信、および、当該発信先から他の電
話機等への呼び出 通信を含む。
【００２４】
本発明によれば、発信に対する応答が他の発信による通信の話中信号であったとき、通信
不可と判定される。その結果、その発信先の発信先特定情報の一覧が表示され、他の発信
先特定情報で簡易に再発信することができる。
【００２５】
好ましくは、上記通信機は、再発信の要求を受け付けるキーをさらに備え、
上記通信部の発信による通話状態において上記キーが押下されたときに、上記判定部は、
通信不可と判定し、通信状態を解除してもよい。
【００２６】
ここで、通信状態において再発信の要求を受け付けるキーが押下されるのは、例えば、電
話で発信先へ電話を掛けたときに、録音されたメッセージの再生音による応答を受けたと
き（いわゆる留守番電話のメッセージによる応答を受けたとき）、相手が不在であること
を相手の代理の者から伝達されたような場合に、ユーザが再発信を要求するためである。
【００２７】
本発明によれば、このようなキーが押下されたとき、通信不可と判定される。その結果、
その発信先の発信先特定情報の一覧が表示され、他の発信先特定情報で簡易に再発信する
ことができる。
【００２８】
好ましくは、上記記憶部は、発信先特定情報ごとの呼び出し回数を記憶し、
上記表示部は、呼び出し回数によりソーティングされた前記発信先特定情報の一覧を表示
してもよい。
【００２９】
呼び出し回数の多い発信先特定情報ほど、相手の使用実績が多い。このため、このような
呼び出し回数の多い発信先特定情報ほど、相手と接触できる可能性が高い。このように、
本発明によれば、相手と接触できる確率を高めることができる。
【００３０】
好ましくは、上記記憶部は、発信先ごとの発信先特定情報として１以上の電話番号または
電子メールアドレスを記憶し、
上記表示部は、検索された電話番号または電子メールアドレスを表示し、
上記選択部は、電話番号または電子メールアドレスの選択を受けるようにしてもよい。
【００３１】
好ましくは、この通信機は、上記選択部により上記電子メールアドレスが選択されたとき
にその電子メールアドレス宛の電子メール作成画面に遷移させる画面制御部をさらに備え
てもよい。
【００３２】
本発明によれば、発信先への呼び出しが不可と判定された場合、簡易に電子メールを作成
し、発信することができる。
【００３３】
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以上のように、本発明によれば、発信操作から、切断操作をすることなく次の発信先特定
情報を選択し、続けて発信できるので、例えば、発信先特定情報を検索する検索プログラ
ムを起動し、検索メニューから名前で検索コマンドを選択し、名前を入力して検索結果を
表示するというような複雑な操作をする手間を要しない。
【００３４】
また、本発明は、通信機であり、
通信の発信先を特定する発信先特定部と、
上記発信先ごとに１以上の発信先特定情報を記憶する記憶部と、
上記特定された発信先の発信先特定情報を上記記憶部から検索する検索部と、
上記検索された発信先特定情報の一覧を表示する表示部と、
表示された発信先特定情報の一覧から所望の発信先特定情報の選択を受ける選択部と、
選択された発信先特定情報により発信を開始する通信部と、を備えるものでもよい。
【００３５】
好ましくは、上記発信先特定部は、着信履歴を記憶する履歴記憶部と、上記着信履歴の一
覧を表示する履歴表示部と、上記着信履歴の一覧から１つの着信履歴の選択を受ける着信
履歴選択部とを有し、選択された着信履歴に係る発信元を上記発信先としてもよい。
【００３６】
本発明によれば、ユーザは、着信履歴の一覧から１つの着信履歴を選択し、その着信履歴
の発信元を上記電話または電子メールの発信先とすることができる。この発信先の発信先
特定情報が検索されて一覧として表示されるので、ユーザは、簡易に所望の発信先特定情
報で発信することができる。
【００３７】
好ましくは、上記発信先特定部は、不在時の着信情報を記憶する不在時着信記憶部と、上
記不在時の着信情報の一覧を表示する不在着信表示部と、上記不在時の着信情報の一覧か
ら１つの着信情報の選択を受ける不在時着信情報選択部とを有し、選択された着信情報の
発信元を上記発信先として特定してもよい。
【００３８】
本発明によれば、ユーザは、不在時の着信情報の一覧から１つの着信情報を選択し、その
着信情報に係る発信元を上記電話または電子メールの発信先とすることができる。
【００３９】
好ましくは、上記発信先特定部は、受信電子メールに係る情報を記憶する受信電子メール
記憶部と、上記受信電子メールの一覧を表示する受信電子メール表示部と、上記受信電子
メールの一覧から１つの受信電子メールの選択を受ける受信電子メール選択部とを有し、
選択された受信電子メールの送信元を上記発信先として特定してもよい。
【００４０】
本発明によれば、ユーザは、受信電子メールの一覧から１つの受信電子メールを選択し、
その発信元を上記電話または電子メールの発信先とすることができる。
【００４１】
好ましくは、上記記発信先特定部は、送信電子メールに係る情報を記憶する送信電子メー
ル記憶部と、上記送信電子メールの一覧を表示する送信電子メール表示部と、上記送信電
子メールの一覧から１つの送信電子メールの選択を受ける送信電子メール選択部とを有し
、選択された送信電子メールの送信先を上記発信先として特定してもよい。
【００４２】
本発明によれば、ユーザは、送信電子メールの一覧から１つの送信電子メールを選択し、
その送信先を上記電話または電子メールの発信先とすることができる。
【００４３】
また、例えば、留守番電話等で相手の電話端末が応答した場合や、  オフィス等に電話し
たときに目的の相手以外の人が応答した場合にも、再発信を要求するキーを押下すること
で、電話帳データ等から、既に取得した登録者名や電話番号をキーワードにして、その登
録者の他の１以上の電話番号の一覧を取得し表示できる。ここで、表示された１以上の電
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話番号から所望の電話番号を選択し、発信操作をすると、切断から発信を連続して行うこ
とができる。したがって、一旦、電話切断操作後に、アドレス帳から再検索したり、リダ
イヤル履歴から選択発信操作をする手間を省くことができる。
【００４４】
本発明の上記いずれかの構成要素をコンピュータのプログラムとして実現してもよい。本
発明は、コンピュータが上記いずれかの処理を実行する方法であってもよい。また、本発
明は、コンピュータに、以上のいずれかの機能を実現させるプログラムであってもよい。
また、本発明は、そのようなプログラムをコンピュータに読み取り可能な記録媒体に記録
したものでもよい。
【００４５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態を説明する。
【００４６】
《第１実施形態》
以下、本発明の第１実施の形態を図１から図９の図面に基いて説明する。図１は本実施形
態に係る携帯電話の原理図であり、図２は、この携帯電話の外観図であり、図３は、この
携帯電話のボタン構成図であり、図４は、図１に示したメモリ部３に記憶される電話帳デ
ータベースのデータ例であり、図５は、この携帯電話による再発信時の画面イメージ図で
あり、図６および図７は、この携帯電話における相手不応答時の処理と操作を示すフロー
チャートであり、図８および図９は、この携帯電話における相手応答時の処理と操作を示
すフローチャートである。
【００４７】
＜自動再発信電話の原理＞
本実施形態では、自動再発信機能を有する携帯電話（これを自動再発信電話ともいう）に
ついて説明する。自動再発信機能とは、携帯電話から目的の相手に電話を掛けたときにそ
の相手との通話状態の確立が困難な場合（相手が応答しない場合）、あるいは、通話状態
が確立された後、その相手との実質的な通話が困難な場合（例えば、留守番電話による応
答や不在との代理による応答があった場合）に、その相手の他の電話番号により相手に電
話する機能をいう。本実施形態では、このような場合を呼び出し不可の状態という。
【００４８】
この自動再発信機能は、携帯電話に搭載されたプログラムの判断により自動的に実行され
る場合と、携帯電話のユーザの判断に基づく操作を検知して実行される場合とがある。図
１は、そのような自動再発信機能を実現する携帯電話の原理を示す図である。
【００４９】
この携帯電話は、ユーザの操作を検出する操作部５と、操作部５で検出された操作にした
がい、発信先相手を呼び出す通信部７と、時間を計時するタイマ６と、タイマ６により通
信部７の呼び出し時間を計測する第１制御部１と、電話帳データベース等の情報を保持す
るメモリ部３と、上記呼び出し時間が所定時間を経過したとき等発信先への呼び出しが不
可と判定された場合に、メモリ部３の電話帳データベース等を検索する第２の制御部２と
、ユーザの操作により、呼び出し不可を入力する再発信キー１２Ａと、各種の情報を表示
する表示部４とを有している。
【００５０】
操作部５は、押しボタン等を有し、ユーザの操作を検出する。操作部５は、検出したユー
ザの操作を通信部７および第２の制御部２に伝達する。なお、操作部５のボタンをキーと
もいう。
【００５１】
通信部７は、操作部５に対するユーザの操作に基づき、指定の電話番号で電話の呼び出し
信号を発信する。また、通信部７は、他の電話から呼び出し信号を受信し、その着信を表
示部４に通知する。通信部７は、アンテナと高周波の変調復調回路を有しているが、その
構成は携帯電話において広く使用されているので、その説明を省略する。
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【００５２】
第１の制御部１は、不図示のＣＰＵ上のプログラムとして実現される。また、タイマ６は
ＣＰＵを駆動するクロック部とＣＰＵ上のシステムプログラムにより実現される。第１の
制御部１は、このタイマ６により、通信部７による呼び出し開始からの経過時間を測定す
る。
【００５３】
本実施形態では、この経過時間を特に呼び出し時間と呼ぶ。そして、第１の制御部１は、
呼び出し時間が所定時間を経過すると、その旨を表示部４に表示するとともに、第２の制
御部２に通知する。
【００５４】
第２の制御部２は、第１の制御部１からの通知を契機として、メモリ部３の電話帳を検索
する。メモリ部３の電話帳には、呼び出し相手ごとに１以上の電話番号が記録されている
。第２の制御部２は、通信部７において現在呼び出し中の電話番号により、発信先相手を
特定する。そして、その発信先相手が有する他の電話番号を検索する。第２の制御部２は
、その発信先相手の電話番号の一覧を表示部４に表示する。
【００５５】
メモリ部３は、上述の電話帳データ等のデータや、携帯電話を制御するシステムプログラ
ム等を記憶する。メモリ部３は、例えば、フラッシュメモリやＤＲＡＭ（ Dynamic Random
 Access Memory）等から構成される。
【００５６】
表示部４は、携帯電話の状態や第１の制御部１、第２の制御部２の出力情報、または操作
部５で操作するメニュー、アイコン等を表示する。表示部４は、例えば、液晶パネルやＥ
Ｌ（エレクトロルミネッセンス）パネル等である。
【００５７】
そして、上記のように、所定の呼び出し時間を経過しても発信先相手からの応答がなかっ
た場合、表示部４は、第１の制御部１からの通知を契機として、第２の制御部２が検索し
た発信先相手の電話番号の一覧を表示する。
【００５８】
ユーザは、操作部５により操作可能な画面上のカーソルによりこの電話番号の一覧から所
望の電話番号を選択することができる。本実施形態の携帯電話は、その電話番号の一覧に
おける選択と発信指示を検知すると、その電話番号で再度電話の呼び出し（再発信）を実
行する。
【００５９】
また、この携帯電話は、上記応答時間内に応答しない場合の他、発信先の相手通信機が他
の通信機と通信中であることを示す話中信号で応答した場合にも同様の機能を提供する。
【００６０】
さらに、この携帯電話は、発信先との接続が確立し、通話状態となった場合でも、ユーザ
が所望の相手との実質的な通話が困難な場合、例えば、留守番電話によるメッセージを受
けた場合、伝言メモ等のメッセージの発声を促された場合、また、相手の代理の者により
相手が留守であることを伝達された場合に、上記と同様の再発信機能を提供する。
【００６１】
ただし、このような場合、携帯電話そのものは、実質的な通話が困難か否かを判定できな
い。そこで、本携帯電話では、通話中にそのような状態に至ったため、再発信したいとの
意思表示を入力する再発信キー１２Ａを設けている。
【００６２】
ユーザが通話中に再発信キー１２Ａを押下することにより、第２の制御部２は、現在接続
中の電話番号を特定し、その相手が有する他の電話番号をメモリ部３において検索する。
そして、表示部４は、検索された電話番号の一覧を表示し、操作部５によるユーザの選択
を受け付ける。
＜携帯電話の外観構成＞
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図２は、この携帯電話の外観図である。図２のように、この携帯電話は、筐体９の表側面
に、表示部４と操作部５とを有している。また、表示部４は、主表示部４Ａと、補助表示
部４Ｂに分かれている。
【００６３】
主表示部４Ａには、メニュー、アイコン、受発信時の電話番号、電子メールの電文（タイ
トル、宛先、発信元、本文等）、インターネット上のウェブサイト等が表示される。一方
、補助表示部４Ｂは、機能を割り付け可能なキー（以下、割り付けキーと呼ぶ）に現在割
り付けられている機能の名称を表示する。
【００６４】
図２では、この補助表示部４Ｂには、「 MENU」、「決定」、および「電話帳」という機能
が表示されている。これらの機能は各々、矢印１００、１０１および１０２で示される割
り付けキーの現在の機能を意味する。
【００６５】
すなわち、操作部５の最上部の左右の矩形のキー１０、１１および４つの矢印キーに囲ま
れた丸形の決定キー１４（図２では、いずれも太線で示されている）が割り付けキーであ
る。このような機能の割り付けは、不図示のＣＰＵ上で実行される制御プログラムにより
管理される。
【００６６】
なお、すべての割り付けキーの機能を補助表示部４Ｂに表示する必要はない。すなわち、
補助表示部４Ｂの表示面積を大きくすると、主表示部４Ａの部分が必然的に小さくなる。
そこで、割り付けキーのうち、補助表示部４Ｂに表示するキーは、切り換え頻度や使用の
頻度を基に限定してもよい。図２では、ボタン１２および１３も割り付けキーであるが、
これらのボタンに対して割り付けられた機能は、補助表示部４Ｂには表示されない。
【００６７】
図３に、このようなボタンの構成図を示す。図３には、待ち受け時と通話時のボタン構成
が示されている。
【００６８】
まず、ボタンの配列の最上部には、割り付けキー１０および１１が配置されている。また
、その割り付けキー１０および１１の直下に左右上下の矢印キー（図３では、三角形で示
される）と、その矢印キーに囲まれた決定キー１４が配置される。決定キー１４も、割り
付けキーの１つである。
【００６９】
ユーザは、矢印キーを操作することで、表示部４に表示されたメニューやリスト上でカー
ソルを移動することができる。また、カーソルによってメニューやリストの要素が選択さ
れた状態で決定キー１４を押下することにより、その決定を確定することができる。例え
ば、電話番号のリスト上で１つの電話番号をカーソルで選択した状態で決定キー１４の押
下することにより、その電話番号を呼び出すことができる。
【００７０】
待ち受け時においては、割り付けキー１０には、「 MENU」という機能が割り付けられる（
以下、これを「 MENU」キー１０ともいう）。ここで、待ち受け時とは、他の電話からの呼
び出しを受信可能な状態をいう。待ち受け時、「 MENU」キー１０を押下すると、各種の機
能を提供するメニューが表示部４に表示される。
【００７１】
また、「電話帳」で示される割り付けキー１１（以下、これを「電話帳」キー１１ともい
う）を押下すると、表示部４には、電話帳が表示される。さらに、「ｉ」で示されるキー
１２（以下「ｉ」キー１２と呼ぶ）および「メール」で示されるキー１３（以下、「メー
ル」キー１３という）も割り付けキーである。ただし、これらのキーの機能は補助表示部
４Ｂには表示されない。
【００７２】
「ｉ」キー１２は、インターネット接続時に使用される。また、「メール」キー１３は、
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電子メールの電文作成に使用される。
【００７３】
一方、通話中においては、割り付けキー１０は、「 MENU」キー１０のままであるが、割り
付けキー１１は、「戻る」キー１１Ａに変わる。「戻る」キー１１Ａは、通話中に、「 ME
NU」キー１０が押下されてメニューが表示された状態から通常の通話画面に戻る（または
、メニューの階層を１段階戻る）ときに使用される。
【００７４】
また、待ち受け状態の「ｉ」キー１２は、通話中においては「再発信」キー１２Ａに変わ
る。再発信キー１２Ａは、ユーザが通話中に、その通話状態を切断し、再発信を要求する
ときに使用される。
【００７５】
また、待ち受け時の「メール」キー１３は、通話中においては「メール送信」キー１３Ａ
に変わる。「メール送信」キー１３Ａの押下により、電子メール電文作成機能が提供され
る。ただし、「メール」キー１３と異なり、「メール送信」キー１３Ａによる処理では、
電文作成後、直ちに電子メールが通話中の相手に送信される。
【００７６】
＜電話帳の構成＞
図４に、メモリ部３に保持される電話帳データベースの構成例を示す。図４の表の各列が
データベースの１レコードに相当する。この１レコードには、電話や電子メールの発信先
の相手１名分の情報を記憶する。この電話帳データベースのレコードは、電話帳 No.、名
前、電話１～電話５、メール１～メール３、グループおよびメモの各フィールドを有して
いる。
【００７７】
電話帳 No.のフィールドには、各レコードの通し番号が設定される。また、名前のフィー
ルドには相手の氏名を保持する。電話１～電話５のフィールドには、その相手が有する電
話の電話番号を保持する。したがって、本電話帳データベースでは、相手１人あたり最大
で５種類の電話番号を保持できる。ただし、本発明の実施がこのよう電話番号を保持可能
な数に限定されるものではない。
【００７８】
また、メール１～メール３のフィールドには、その相手が有する電子メールのアドレスを
保持する。したがって、本電話帳データベースでは、相手１人あたり最大で３種類の電子
メールアドレスを保持できる。ただし、本発明の実施がこのよう電話メールアドレスを保
持可能な数に限定されるものではない。
【００７９】
グループのフィールドには、その相手を分類した区分（グループ分けしたグループの名称
）を記録する。グループは、例えば、友人、職場、上司、取引先、家族等である。
【００８０】
＜画面構成＞
図５に、再発信時の画面イメージを示す。例えば、通常の発信（呼び出し中）の場合、”
＜＜＜電話呼出中＞＞＞”というタイトル、発信先の氏名、呼び出し中の電話番号が主表
示部４Ａに表示される。
【００８１】
そして、その呼び出しに対して、相手（図５では、田中一郎）からの応答が話中信号、す
なわち、他の電話機との接続中との信号であった場合、主表示部４Ａには、その相手（田
中一郎）が保持する電話の電話番号一覧が表示される。
【００８２】
この一覧は、”＜＜＜再発信一覧＞＞＞”というタイトルと、発信先の相手氏名（図５で
は、田中一郎）と、その相手が有する電話番号の一覧が表示される。
【００８３】
この一覧には、カーソル１５（図５では枠取りパターンで示される）が表示される。ユー
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ザが矢印キーを操作して所望の電話番号を選択し、発信キー（補助表示部４Ｂの表示から
決定キー１４が発信キーとなっていることが分かる）を押下すると、携帯電話は、現在の
呼び出しを中断し、上記で選択された電話番号で再度発信する。
【００８４】
なお、ユーザの設定により、上記一覧の中に電子メールアドレスを含めるようにしてもよ
い。すなわち、本携帯電話では、発信先が話中であった場合に、ユーザがその発信先の電
子メールアドレスを選択し、発信ボタンを押下することで、その電子メールアドレスへの
電子メール作成画面が表示される。
【００８５】
＜作用＞
図６から図９に、この携帯電話に対するユーザの操作とその操作に応じて実行される携帯
電話の処理を示す。これらの処理は、携帯電話に内蔵されるＣＰＵ上のプログラムにより
実現される。図６から図９において、細線の矩形は処理を示し、太線の矩形（角を丸めた
もの）は、ユーザのボタン操作を示す。
【００８６】
図６および図７は、この携帯電話において発信先の相手不応答時の処理と操作を示すフロ
ーチャートである。このフローは、まず、ユーザが電話帳、または発信履歴等により相手
を選択して発信操作をすることから開始する（Ｓ１）。
【００８７】
すると、携帯電話は、発信している相手の電話番号を表示部４に表示する（Ｓ２）。次に
、携帯電話は、呼び出し時間監視タイマ（図１のタイマ６）に監視時間を設定する（Ｓ３
）。この監視時間は、例えば、２０秒である。
【００８８】
この監視時間内に相手が応答したか否かにより処理が分岐する（Ｓ４）。相手が監視時間
内に応答した場合、携帯電話は、相手の電話機と接続状態となり、通話が開始する（Ｓ５
）。
【００８９】
一方、監視時間（例えば２０秒）内に相手が応答しなかった場合、タイムアウトが発生す
る。この場合、携帯電話の第２の制御部２（図６には、制御部と記載）は、発信中の相手
情報を基にメモリ部３の電話帳データベースを検索し、相手の電話帳情報を取得する（Ｓ
６）。
【００９０】
次に、携帯電話（第２の制御部２）は、情報を取得できたか否かを判定する（Ｓ７）。相
手の電話帳情報が取得できなかった場合、携帯電話は、表示部４に発信している相手の電
話番号情報を継続して表示する（Ｓ８）。この場合、通常、ユーザは、相手が応答しない
ので切断ボタンを押下し（Ｓ９）、呼び出しを終了する。
【００９１】
一方、Ｓ７の判定で、相手の電話番号情報を取得できた場合、携帯電話（第２の制御部２
）は、表示部４に、取得情報の一覧を表示する。この取得情報とは、相手の電話番号や電
子メールアドレス等である。この一覧の先頭行は、現在発信中の電話番号である。また、
カーソルが、一覧の先頭に置かれる（Ｓ１０）。
【００９２】
次の処理は、ユーザの操作に応じて分岐する（Ｓ１１）。ユーザの操作が発信ボタンの押
下であった場合（Ｓ１２）、一旦、現在の発信動作を切断し（Ｓ１７）、改めて同一の電
話番号で発信する（Ｓ１８）。
【００９３】
一方、ユーザの操作が取得情報の一覧からの番号選択であった場合、すなわち、ユーザが
矢印キー（図７では、カーソル釦と記述）を押下した場合、一覧表示上でカーソルが次行
に移動し、その行が選択状態になる（Ｓ１３）。
【００９４】
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次に、ユーザは、操作部５の決定キー１４（図７では決定釦と記載）を押下する。すると
、携帯電話は、電話番号が選択されたか電子メールアドレスが選択されたかを判定する（
Ｓ１５）。電話番号が選択された場合、携帯電話は、一旦、現在の発信動作を切断し（Ｓ
１７）、新たに選択された電話番号で発信する（Ｓ１８）。
【００９５】
また、Ｓ１５の判定で、電子メールアドレスが選択された場合、携帯電話は、現在の発信
動作を切断する（Ｓ１９）。そして、携帯電話は、表示部４に、宛先アドレスを上記電子
メールアドレスに設定し、電子メール作成画面を表示する（Ｓ２０）。
【００９６】
すると、ユーザは、操作部５により、電子メール本文を入力する（Ｓ２１）。そして、ユ
ーザは、操作部５の電子メール送信ボタンを押下する（Ｓ２２）。これにより、携帯電話
は、電子メールを発信する（Ｓ２３）。その後、携帯電話は、処理を終了する。
【００９７】
図８および図９は、この携帯電話において発信先の相手応答時の処理と操作を示すフロー
チャートである。このフローは、発信先の相手が応答したことによる処理以外の処理は、
図６および図７と同様である。そこで、同一の処理については、同一の符号を付し、説明
の繰り返しを省略する。
【００９８】
このフローは、呼び出し時間監視タイマ設定後、発信先の相手が応答した場合を想定して
いる（Ｓ４Ａ）。
【００９９】
まず、相手の電話機から応答があった場合、携帯電話は、呼び出し時間監視タイマを解除
する（Ｓ４Ｂ）。そして、携帯電話は、目的の相手が応答したか否かの入力を待つ。この
とき、目的の相手が応答した場合、携帯電話はそのまま相手の電話機と接続状態となり、
通話を開始する（Ｓ５）。
【０１００】
一方、目的の相手が応答しなかった場合、ユーザは、操作部５の再発信キー１２Ａを押下
すればよい（Ｓ４Ｄ）。目的の相手が応答しなかった場合とは、相手が不在で代理の者が
応答したような場合をいう。
【０１０１】
同様に、Ｓ４Ａにおいて、応答内容が留守番電話による応答や電話会社（キャリア）の留
守番電話サービスへの接続、伝言メモの要求等であった場合も、ユーザは、操作部５の再
発信キー１２Ａを押下すればよい（Ｓ４Ｄ）。すると、携帯電話は、現在の接続を一旦切
断する（Ｓ４Ｅ）。
【０１０２】
そして、携帯電話は、発信中の相手情報を基にメモリ部３の電話帳データベースを検索し
、相手の電話帳情報を取得する（Ｓ６）。このＳ６からＳ２３の処理は、図６および図７
の場合と同様であるので、その説明を省略する。ただし、図９においては、携帯電話は呼
び出し中ではないので、図７のような呼び出しの切断処理（Ｓ１７およびＳ１９）は実行
されない。
【０１０３】
＜実施形態の効果＞
以上述べたように、本実施形態に係る携帯電話によれば、発信先の相手との通話が不可あ
るいは困難と判定された場合に、その相手の他の電話番号や電子メールアドレスの一覧を
表示し、他の電話番号による電話の再発信や電子メールの送信を簡易に実行することを可
能にする。
【０１０４】
ここで、相手との通話が不可あるいは困難と判定された場合とは、例えば、相手が応答し
ない場合、相手の電話機が他の電話機と話中の場合、相手が不在で留守番電話による応答
を受けた場合、相手が発信先の電話のある席において不在で代理の者が応答したような場
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合、通信回線が輻輳しスムーズな通話が困難な場合、あるいは、相手の電話が携帯電話で
接続状態が良好でなく実質的な通話ができない場合等である。
【０１０５】
そして、この携帯電話は、相手が所定時間内に応答しない場合または相手の電話機が他の
電話機と話中の場合には、携帯電話（第２の制御部２）は、メモリ部３の電話帳データベ
ースを検索して、発信相手の電話帳情報（電話番号や電子メールアドレスの一覧）を表示
部４に表示する。
【０１０６】
一方、相手の電話機との接続がされたものの通話できない場合には、ユーザによる再発信
キー１２Ａの押下を契機として、第２の制御部２は、メモリ部３の電話帳データベースを
検索し、その発信相手の電話帳情報を表示する。
【０１０７】
この電話帳情報は、カーソル１５により選択することができ、決定キー１４を押下するこ
とにより、相手の複数の電話番号やメールアドレスの中から所望のものを簡易に選択し、
発信することができる。
【０１０８】
＜変形例＞
上記実施の形態では、自動再発信機能を有する携帯電話について説明した。しかし、本発
明の実施は携帯電話に限定されるものではない。例えば、ＰＨＳ（ Personal Handyphone 
System）においても本発明の実施は可能である。また、通常の固定式の電話においても本
発明の実施は可能である。
【０１０９】
上記実施形態では、カーソルは、枠取りパターンで示した。しかし、本発明の実施は、こ
のようなカーソルの形状に限定されるものではない。例えば、選択部分を白黒反転したり
、アンダーライン、色の変更、点滅表示等することにより、カーソル１５を表示してもよ
い。
【０１１０】
《第２実施形態》
図１０から図１８の図面に基づいて、本発明の第２実施形態を説明する。図１０は、本実
施形態に係る電話に記憶される着信履歴データの例であり、図１１は、着信履歴から発信
操作を行う画面のイメージ図であり、図１２は、着信履歴表示画面から相手の電話番号一
覧を表示する処理および操作を示すフローチャートであり、図１３は、留守番電話録音履
歴データの例であり、図１４は、留守番電話録音履歴から発信操作を行う画面のイメージ
図であり、図１５は、受信電子メール履歴データの例であり、図１６は、受信電子メール
履歴から発信操作を行う画面のイメージ図であり、図１７は、発信回数によりソーティン
グされた電話帳データベースの例であり、図１８は、発信回数で電話番号・電子メールア
ドレスをソーティングした発信操作画面のイメージ図である。
【０１１１】
上記第１実施形態では、電話の発信操作時に、発信先の相手との通話が不可あるいは困難
と判定された場合に、他の電話番号による電話の再発信や電子メールの送信を簡易に行う
機能を提供する電話機について説明した。
【０１１２】
本実施形態では、電話機の発信操作以外の操作、例えば、着信履歴の一覧を表示している
ときに、特定の着信履歴データついて、その発信元の１以上の電話番号や電子メールを表
示し、第１実施形態の場合と同様に簡易に発信できる機能を提供する電話機について説明
する。他の構成および作用は第１実施形態の場合と同様である。そこで、同一の構成要素
については同一の符号を付してその説明を省略する。また、必要に応じて図１から図９の
図面を参照する。
【０１１３】
＜実施例＞
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図１０に、着信履歴データの例を示す。この着信履歴データは、図１に示したメモリ部３
に構成され、着信した電話に係る情報を保持する。図１０に示した表の各行が１つの着信
に相当する着信履歴データである。
【０１１４】
この着信履歴データは、着信履歴番号、着信日時、発信元電話番号および発信者名の各フ
ィールドを有している。着信履歴番号は、各着信履歴データを一意に識別するための通し
番号である。着信日時は、その着信があった日時である。また、発信元電話番号は、その
着信の発信者の電話番号であり、電話会社の発信者番号通知サービスにより提供される。
また、発信者名は、その発信者の氏名である。この氏名は、着信があったときに、発信元
電話番号を基に、図４に示した電話帳データベースから取得される。ただし、その発信元
電話番号が電話帳データベースに登録されていない場合、氏名のフィールドは空欄になる
。
【０１１５】
　各着信履歴データは、着信順にメモリ部３の所定の領域に蓄積される。この領域は、所
定容量のリングバッファを構成する。したがって、所定件数以上の着信があると、古いも
のから順次上書きされていく。なお、リングバッファを使用せず、所定期間の着信を保持
するようにしてもよい。すなわち、着信日時から所定期間、例えば３０日経過した着信履
歴データ 削除するようにしてもよい。
【０１１６】
図１１に、着信履歴から発信操作を行う画面イメージ図を示す。図１１の構成は、左部の
画面（この画面を着信履歴表示画面という）を除いて図５の構成と同様である。ユーザが
操作部５に対する操作により着信履歴の表示を指令すると、図１１の左部の着信履歴表示
画面が表示される。
【０１１７】
この着信履歴表示画面は、”＜＜＜着信履歴＞＞＞”というタイトルと、着信履歴データ
の一覧とを表示する。着信履歴の一覧には、各着信履歴が通常は最新のものから時系列で
表示される。ただし、操作部５の操作により、着信日時の古いものから表示してもよい。
【０１１８】
この着信履歴表示画面は、表示直後、先頭行がカーソル１５により選択状態となっている
。ユーザは、矢印キーの操作により、カーソル１５を着信履歴表示画面上で移動させるこ
とができる。所望の着信履歴にカーソル１５を移動した後、決定キー１４を押下すると、
主表示部４Ａには、その着信履歴における発信者相手（図１１では、田中一郎）が保持す
る電話の電話番号一覧が表示される（図１１の中央の画面、再発信一覧の表示）。また、
ユーザは、この電話番号一覧から所望の電話番号を選択し、決定キー１４を押下すること
により、電話を発信することができる。このように、本電話機によりユーザは、所望の相
手に、その相手の有する複数の電話番号から所望の電話番号を選択して発信することがで
きる。
【０１１９】
なお、第１実施形態の場合と同様、電話番号一覧に加えて電子メールアドレスの一覧を併
せて表示してもよい（図１１の右部の画面）。これにより、ユーザは、着信履歴表示中か
ら所望の相手の電子メールアドレスの一覧を表示させ、所望のものを選択し、直ちに電子
メールを作成、発信できる。
【０１２０】
図１２に、着信履歴画面から相手の電話番号を一覧表示する処理および操作を示すフロー
チャートを示す。このフローは、ユーザが着信履歴一覧の表示操作の指示を操作部５によ
り行うことで開始する（Ｓ１０１）。
【０１２１】
すると、表示部４に着信履歴の一覧が表示される（Ｓ１０２）。次に、ユーザは、矢印キ
ーによりカーソル１５を移動し、その着信履歴の一覧から１つのデータを選択する（Ｓ１
０３）。
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【０１２２】
そして、所望の着信履歴にカーソル１５が移動された状態で、ユーザは決定キー１４を押
下する（Ｓ１０４）。すると、第２の制御部２（図１２では制御部２と記載）は、その着
信履歴における発信元の相手情報（例えば、電話番号）を基に電話帳データベースを検索
する。そして、第２の制御部２は、発信元の電話帳情報を取得する（Ｓ１０６）。
【０１２３】
次に、電話機は、情報が取得できたか否かを判定する（Ｓ０１７）。情報が取得できない
場合、電話機は継続して表示部に着信履歴を表示する（Ｓ１０９）。ユーザが操作部５に
て、切断ボタンを押下すると、電話機は、処理を終了する。
【０１２４】
一方、Ｓ１０７の判定で情報が取得できた場合、電話機は、表示部４に取得した電話番号
、電子メールアドレス等の情報を表示する。この後の処理は、図９の（Ｂ）以降と同様で
ある。
【０１２５】
以上述べたように、本実施形態の電話機では、着信履歴の一覧の表示中に、所望の着信履
歴データを選択させ、選択された着信履歴データの発信者の電話番号やその発信者の電子
メールアドレスの一覧を表示する。そして、その電話番号や電子メールアドレスを選択さ
せることにより、第１実施形態の場合と同様、所望の電話番号や電子メールを選択して、
簡易に電話や電子メールを発信できる。
【０１２６】
＜留守番電話録音履歴による変形例＞
上記第２実施形態では、着信履歴からその発信元の電話番号や電子メールアドレスの一覧
を表示させ、所望の電話番号や電子メールアドレスでその発信元に電話や電子メールを発
信させる機能を説明した。
【０１２７】
しかし、本発明の実施はそのような構成や手順には限定されない。例えば、着信履歴の一
覧に替えて、留守番電話への録音履歴を基に、その発信元に電話や電子メールを発信させ
るようにしてもよい。
【０１２８】
図１３は、そのような機能を有する電話機のメモリ部３に保持される留守番電話録音履歴
データの例である。留守番電話録音履歴データとは、電話機のユーザが不在時に留守番電
話機能を使用したときの履歴である。留守番電話機能を使用すると、電話機は、着信した
電話の発信者に留守番時のメッセージを再生し、さらに、伝言メッセージの録音を促す。
【０１２９】
図１３のように、留守番電話録音履歴データは、留守録番号、録音完了日時、発信元電話
番号、および発信者名を有している。この留守番電話録音履歴データの構成は、留守録番
号および録音完了日時を除いて、図１０の着信履歴データの場合と同様である。また、こ
の留守番電話録音履歴データの蓄積手順は、着信履歴データの場合と同様である。
【０１３０】
留守録番号は、各留守番電話録音履歴データを一意に識別する通し番号である。また、録
音完了日時は、留守番電話機能での録音完了日時である。ただし、発信者が伝言メッセー
ジを録音しなかった場合、その電話の切断日時である。
【０１３１】
図１４に、留守番電話録音履歴からの発信操作の画面イメージ図を示す。図１４では、左
部の画面に留守番電話の録音履歴が表示されている点で図１１の着信履歴による場合と相
違する。
【０１３２】
すなわち、ユーザは、操作部５への操作のより留守番電話録音履歴の表示を指令する。す
ると、電話機は表示部５に、”＜＜＜留守録履歴＞＞＞”のタイトルが付された留守番電
話録音履歴の一覧を表示する。ユーザは、所望の履歴をカーソル１５で選択し、決定キー
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１４を押下する。すると、その発信元の電話番号の一覧が表示される（図１４の中央の画
面）。また、電話番号の他、電子メールアドレスを含む一覧を表示させてもよい（図１４
の右部の画面）。
【０１３３】
そして、その電話番号や電子メールアドレスを選択することにより、第２実施形態の場合
と同様、ユーザは、所望の電話番号や電子メールを選択して、簡易に電話や電子メールを
発信できる。
【０１３４】
＜受信電子メール履歴による変形例＞
また、着信履歴の一覧に替えて、受信電子メールの履歴を基に、その発信元に電話や電子
メールを発信させるようにしてもよい。
【０１３５】
図１５は、そのような機能を有する電話機のメモリ部３に保持される受信電子メール履歴
データの例である。受信電子メール履歴データとは、当該電話機で受信した電子メールの
履歴である。
【０１３６】
図１５のように、受信電子メール履歴データは、受信番号、受信日時、発信元電子メール
アドレス、および発信者名を有している。この受信電子メール履歴データは、受信番号、
受信日時、および受信電子メールアドレスを除いて、その構成は、図１０の着信履歴デー
タと同様である。また、受信電子メール履歴データの蓄積手順は、着信履歴データと同様
である。
【０１３７】
ここで、受信番号は、各受信電子メール履歴データを一意に識別する通し番号である。ま
た、受信日時は、電子メールの受信日時である。また、発信元電子メールアドレスは、電
子メールの発信元のアドレスである。
【０１３８】
図１６に、受信電子メール履歴から発信操作を行う画面イメージ図を示す。図１６では、
左部の画面に受信電子メール履歴が表示されている点で図１１の着信履歴による場合と相
違する。
【０１３９】
　すなわち、ユーザは、操作部５への操作のより受信電子メール履歴の表示を指令する。
すると、電話機は表示部５に、”＜＜＜受信メール履歴＞＞＞”のタイトルが付された受
信電子メール履歴の一覧を表示する。ユーザは、所望の履歴をカーソル１５で選択し、決
定キー１４を押下する。すると、その電子メール発信元の電話番号の一覧が表示される（
図１６の中央の画面）。この一覧は、受信電子メールの発信元電子メールアドレスを基に
、電話帳データベース（図４参照）を検索した結果である。また、電話番号の他、電子メ
ールアドレスを含むもの 一覧を表示させてもよい（図１６の右部の画面）。
【０１４０】
そして、その電話番号や電子メールアドレスを選択することにより、第２実施形態の場合
と同様、ユーザは、所望の電話番号や電子メールを選択して、簡易に電話や電子メールを
発信できる。
【０１４１】
なお、受信電子メール履歴を使用する代わりに、送信電子メールの履歴を使用してもよい
。その場合にメモリ部３に保持するデータの構成や、表示部４に表示する画面の構成は図
１５および図１６の場合と同様である。
【０１４２】
＜発信回数により電話番号をソーティングする例＞
上記第１実施形態あるいは第２実施形態では、発信者の有する電話番号や電子メールアド
レスの一覧を表示する際、その表示順を特定しなかった（図５、図１１、図１４、または
図１６）。これを発信回数順にソーティングして表示するようにしてもよい。その場合に
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は、電話帳データベースに発信回数を記録しておき、発信回数でソーティングして表示す
るようにすればよい。
【０１４３】
図１７に、そのような電話帳データベースの例を示す。図１７では、各電話番号とその発
信回数とが対になって記憶されている。また、各電子メールアドレスとその発信回数とが
対になって記憶されている。このような電話番号や電子メールアドレスをその発信回数で
ソーティングした表示画面を図１８に示す。
【０１４４】
発信回数の多い電話番号や電子メールアドレスほど、相手が日常頻繁に使用していると考
えられる。このため、発信回数順にソーティングした一覧から電話や電子メールを発信す
ることで、より早く相手とコンタクトを取る可能性が高くなる。
【０１４５】
《その他の変形例》
上記第１実施形態では、自動再発信機能を有する電話機（携帯電話、固定電話、ＰＨＳ等
）について説明した。また、上記第２実施形態では、電話機の発信操作以外の操作、例え
ば、着信履歴の一覧を表示しているときに、電話番号や電子メールを簡易に発信できる機
能を有する電話機について説明した。しかし、本発明の実施は電話機には限定されない。
例えば、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ、 Personal Digital(Data) Ass
istants ）等のコンピュータにおいても本発明を適用できる。
【０１４６】
例えば、電子メールを送信する場合において、相手に送信できない場合に（例えば、アド
レス変更等で宛先不明となった場合）、自動再発信機能を実行するようにしてもよい。す
なわち、図４に示した電話帳データベースと同様の構成をコンピュータに保持し、電子メ
ールを送信できない相手が有する他の電子メールアドレスや電話番号等の一覧表を表示す
ればよい。ユーザが、表示された宛先（電子メールアドレスや電話番号等）の一覧表から
所望の宛先を選択したときに、その宛先への電子メール作成画面に遷移し、直ちに電子メ
ールを送信できるようにすればよい。
【０１４７】
その場合、電子メールの自動再発信機能には、第１実施形態の携帯電話と同様、コンピュ
ータに搭載されたプログラムの判断により自動的に実行される場合と、コンピュータのユ
ーザの判断に基づく操作を検知して実行される場合とがある。
【０１４８】
同様に、発信操作以外の操作、例えば、着信履歴の一覧を表示しているときに、第２実施
形態の電話機と同様の手順で、電子メールを発信できる機能を携帯情報端末やパーソナル
コンピュータ等のコンピュータ上で実行するようにしてもよい。
【０１４９】
《コンピュータ読み取り可能な記録媒体》
コンピュータに上記いずれかの機能を実現させるプログラムをコンピュータが読み取り可
能な記録媒体に記録することができる。そして、コンピュータに、この記録媒体のプログ
ラムを読み込ませて実行させることにより、その機能を提供させることができる。
【０１５０】
ここで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報を電気
的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータから読み
取ることができる記録媒体をいう。このような記録媒体の内コンピュータから取り外し可
能なものとしては、例えばフロッピーディスク、光磁気ディスク、 CD-ROM、 CD-R/W、 DVD
、 DAT、８ mmテープ、メモリカード等がある。
【０１５１】
また、コンピュータに固定された記録媒体としてハードディスクやＲＯＭ（リードオンリ
ーメモリ）等がある。
【０１５２】
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《搬送波に具現化されたデータ通信》
また、上記プログラムは、コンピュータのハードディスクやメモリに格納し、通信媒体を
通じて他のコンピュータに配布することができる。この場合、プログラムは、搬送波によ
って具現化されたデータ通信信号として、通信媒体を伝送される。そして、その配布を受
けたコンピュータに上記機能を提供させることができる。
【０１５３】
ここで通信媒体としては、有線通信媒体、例えば、同軸ケーブルおよびツイストペアケー
ブルを含む金属ケーブル類、光通信ケーブル等、または、無線通信媒体例えば、衛星通信
、地上波無線通信等のいずれでもよい。
【０１５４】
また、搬送波は、データ通信信号を変調するための電磁波または光である。ただし、搬送
波は、直流信号でもよい。この場合、データ通信信号は、搬送波がないベースバンド波形
になる。したがって、搬送波に具現化されたデータ通信信号は、変調されたブロードバン
ド信号と変調されていないベースバンド信号（電圧０の直流信号を搬送波とした場合に相
当）のいずれでもよい。
【０１５５】
《その他》
さらに、本実施の形態は以下の発明を開示する。
（付記１）　入力操作を検出する操作部と、
前記入力操作によって指定された発信先への発信を開始する通信部と、
発信先ごとに１以上の発信先特定情報を記憶する記憶部と、
前記発信による通信の可否を判定する判定部と、
前記通信が不可と判定されたときに、その発信先について記憶されている１以上の発信先
特定情報を前記記憶部から検索する検索部と、
前記検索された発信先特定情報の一覧を表示する表示部と、
表示された発信先特定情報の一覧から所望の発信先特定情報の選択を受ける選択部と、
前記選択された発信先特定情報により再発信する再発信部とを備えた再発信機能付き通信
機。（１）
（付記２）　前記発信を開始した後の呼び出し時間を計測するタイマをさらに備え、
前記判定部は、所定の呼び出し時間内に応答がなかったときに通信不可と判定する付記１
記載の再発信機能付き通信機。（２）
（付記３）　前記判定部は、前記発信に対する応答が他の発信による通信の話中信号であ
ったときに通信不可と判定する付記１記載の再発信機能付き通信機。
（付記４）　再発信の要求を受け付けるキーをさらに備え、
前記通信部の発信による通信状態において前記キーが押下されたときに、前記判定部は、
通信不可と判定し、通信状態を解除する付記１記載の再発信機能付き通信機。（３）
（付記５）　前記記憶部は、発信先特定情報ごとの発信回数を記憶し、
前記表示部は、発信回数によりソーティングされた前記発信先特定情報の一覧を表示する
付記１記載の再発信機能付き通信機。
（付記６）　前記記憶部は、発信先ごとの発信先特定情報として、１以上の電話番号また
は電子メールアドレスを記憶し、
前記表示部は、検索された電話番号または電子メールアドレスを表示し、
前記選択部は、前記電話番号または電子メールアドレスの選択を受ける付記１記載の再発
信機能付き通信機。
（付記７）　前記選択部により前記電子メールアドレスが選択されたときにその電子メー
ルアドレス宛の電子メール作成画面に遷移させる画面制御部をさらに備える付記６記載の
再発信機能付き通信機。
（付記８）　通信の発信先を特定する発信先特定部と、
前記発信先ごとに１以上の発信先特定情報を記憶する記憶部と、
前記特定された発信先の発信先特定情報を前記記憶部から検索する検索部と、

10

20

30

40

50

(17) JP 3891839 B2 2007.3.14



前記検索された発信先特定情報の一覧を表示する表示部と、
表示された発信先特定情報の一覧から所望の発信先特定情報の選択を受ける選択部と、
前記選択された発信先特定情報により発信を開始する通信部と、を備える通信機。（４）
（付記９）　前記発信先特定部は、
着信履歴を記憶する履歴記憶部と、
前記着信履歴の一覧を表示する履歴表示部と、
前記着信履歴の一覧から１つの着信履歴の選択を受ける着信履歴選択部とを有し、
選択された着信履歴に係る発信元を前記発信先として特定する付記８記載の通信機。
（付記１０）　前記発信先特定部は、
不在時の着信情報を記憶する不在時着信記憶部と、
前記不在時の着信情報の一覧を表示する不在着信表示部と、
前記不在時の着信情報の一覧から１つの着信情報の選択を受ける不在時着信情報選択部と
を有し、
選択された着信情報に係る発信元を前記発信先として特定する付記８記載の再発信機能付
き通信機。
（付記１１）　前記発信先特定部は、
受信電子メールに係る情報を記憶する受信電子メール記憶部と、
前記受信電子メールの一覧を表示する受信電子メール表示部と、
前記受信電子メールの一覧から１つの受信電子メールの選択を受ける受信電子メール選択
部とを有し、
選択された受信電子メールの送信元を前記発信先として特定する付記８記載の通信機。
（付記１２）　前記発信先特定部は、
送信電子メールに係る情報を記憶する送信電子メール記憶部と、
前記送信電子メールの一覧を表示する送信電子メール表示部と、
前記送信電子メールの一覧から１つの送信電子メールの選択を受ける送信電子メール選択
部とを有し、
選択された送信電子メールの送信先を前記発信先として特定する付記８記載の通信機。
（付記１３）　コンピュータに、
指定された発信先への発信を開始するステップと、
前記発信による通信の可否を判定するステップと、
前記通信が不可と判定されたときに、その発信先について記憶されている１以上の発信先
特定情報を検索するステップと、
前記検索された発信先特定情報の一覧を表示するステップと、
表示された発信先特定情報から所望の発信先特定情報の選択を受けるステップと、
前記選択された発信先特定情報により再発信するステップとを実行させるプログラム。（
５）
（付記１４）　前記発信を開始した後の呼び出し時間を計測するステップをさらに実行さ
せ、
前記判定するステップは、所定の呼び出し時間内に応答がなかったときに通信不可と判定
するステップを有する付記１３記載のプログラム。
（付記１５）　前記判定するステップは、前記発信に対する応答が他の発信による通信の
話中信号であったときに通信不可と判定するステップを有する付記１３記載のプログラム
。
（付記１６）　前記判定するステップは、前記発信を開始するステップに基づく通信状態
において所定の操作を受けたときに、通信不可と判定し、通信状態を解除するステップを
有する付記１３記載のプログラム。
（付記１７）　発信先特定情報ごとの発信回数を記憶するステップと、
前記発信回数により前記発信先特定情報をソーティングするステップとをさらに有し、
前記表示するステップは、発信回数でソーティングされた発信先特定情報の一覧を表示す
る付記１３記載のプログラム。
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（付記１８）　前記検索するステップは、前記発信先特定情報として、１以上の電話番号
または電子メールアドレスを検索するステップを有し、
前記表示するステップは、検索された電話番号または電子メールアドレスを表示するステ
ップを有し、
前記選択するステップは、前記電話番号または電子メールアドレスの選択を受ける付記１
３記載のプログラム。
（付記１９）　前記選択するステップにおいて電子メールアドレスが選択されたときにそ
の電子メールアドレス宛の電子メール作成画面に遷移させるステップをさらに実行させる
付記１８記載のプログラム。
（付記２０）　コンピュータに、
通信の発信先を特定するステップと、
前記特定された発信先の発信先特定情報を検索するステップと、
前記検索された発信先特定情報の一覧を表示するステップと、
表示された発信先特定情報の一覧から所望の発信先特定情報の選択を受けるステップと、
選択された発信先特定情報により発信を開始するステップとを実行させるプログラム。
（付記２１）　前記発信先を特定するステップは、
着信履歴の一覧を表示するステップと、
前記着信履歴の一覧から１つの着信履歴の選択を受けるステップとを有し、
選択された着信履歴に係る発信元が前記発信先として特定される付記２０記載のプログラ
ム。
（付記２２）　前記発信先を特定するステップは、
不在時の着信情報の一覧を表示するステップと、
前記不在時の着信情報の一覧から１つの着信情報の選択を受けるステップとを有し、
選択された着信情報に係る発信元が前記発信先として特定される付記２０記載のプログラ
ム。
（付記２３）　前記発信先を特定するステップは、受信電子メールに係る情報の一覧を表
示するステップと、前記受信電子メールの一覧から１つの受信電子メールの選択を受ける
ステップとを有し、
選択された受信電子メールの送信元が前記発信先として特定される付記２０記載のプログ
ラム。
（付記２４）　前記発信先を特定するステップは、送信信電子メールに係る情報の一覧を
表示するステップと、前記送信電子メールの一覧から１つの送信電子メールの選択を受け
るステップとを有し、
選択された送信電子メールの送信先が前記発信先として特定される付記２０記載のプログ
ラム。
【０１５６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数の発信先特定情報を有する発信先について、
通信を簡易に実行することができる。特に、１つの発信先特定情報による通信が困難な場
合において、簡易に、発信者の意図する他の発信先特定情報でその発信先との通信を可能
にする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態に係る携帯電話の原理図
【図２】　携帯電話の外観図
【図３】　携帯電話のボタン構成図
【図４】　電話帳データベースのデータ例
【図５】　携帯電話の再発信時の画面イメージ図
【図６】　相手不応答時の処理と操作を示すフローチャート（１）
【図７】　相手不応答時の処理と操作を示すフローチャート（２）
【図８】　相手応答時の処理と操作を示すフローチャート（１）
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【図９】　相手応答時の処理と操作を示すフローチャート（２）
【図１０】着信履歴データの例
【図１１】着信履歴から発信操作を行う画面のイメージ図
【図１２】着信履歴表示画面から相手の電話番号一覧を表示する処理および操作を示すフ
ローチャート
【図１３】留守番電話録音履歴データの例
【図１４】留守番電話録音履歴から発信操作を行う画面のイメージ図
【図１５】受信電子メール履歴データの例
【図１６】受信電子メール履歴から発信操作を行う画面のイメージ図
【図１７】発信回数によりソーティングされた電話帳データベースの例
【図１８】発信回数で電話番号・電子メールアドレスをソーティングした発信操作画面の
イメージ図
【符号の説明】
１　第１制御部
２　第２制御部
３　メモリ部
４　表示部
５　操作部
６　タイマ
７　通信部
９　筐体
１０　割り付けキー（ MENU）
１１　割り付けキー（電話帳）
１２　割り付けキー（ｉ）
１３　割り付けキー（メール）
１４　割り付けキー（決定）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(22) JP 3891839 B2 2007.3.14



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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